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小口リース取引の適正化に向けた取組の強化について 

 
 標記の件、別添のとおり、経済産業省から「小口リース取引の適正化に向け

た取組の強化」が要請されています。 
 当協会におきましては、引き続き、本年 1 月 26 日に策定した「小口リース取

引問題の新たな対応策について」（新対応策）を着実に実施し、小口リース取引

に係る問題解消に向けた取り組みを推進してまいります。 
小口リース取引を行う会員会社におかれましては、引き続き、新対応策の実

行の徹底をお願いいたします。 
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小口リース取引の適正化に向けた取組の強化について

貴協会では、平成 23年 1月 26日付で策定した「小口リース取引問題

の新たな対応策について」に基づき、小口リース取引の適正化のために必

要な取組を推進しており、顧客からの相談件数は減少傾向にあると承知し

ております。

一方、小口リース取引に係る苦情・相談は依然として貴協会はじめ関連

機関に寄せられております。

つきましては、貴協会におかれましては、小口リース取引に係るトラブ

ノレの未然防止及び早期解決を図るため、会員各社に対して、上記対応策の

実施を徹底するよう周知をお願いします。


